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１【提出理由】

　平成30年６月22日開催の当社第119期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24

条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出す

るものであります。

 

２【報告内容】

(1）当該株主総会が開催された年月日

平成30年６月22日
 
(2）当該決議事項の内容

第１号議案　取締役７名選任の件

取締役として、河本隆明、二田哲、大森豊実、隈元稔夫、佐伯壽一、岡村裕、湯浅光章の７名を選任

する。
 

第２号議案　補欠監査役１名選任の件

補欠監査役として、乾一良を選任する。
 

第３号議案　監査役の報酬額改定の件

監査役の報酬額を年額4,500万円以内に改定する。
 
(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び

に当該決議の結果

決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
決議の結果及び賛
成割合（％）

第１号議案    （注）１  

河本　隆明 238,204 15,044 3  可決　（93.62％）

二田　哲 249,822 3,426 3  可決　（98.19％）

大森　豊実 240,567 12,681 3  可決　（94.55％）

隈元　稔夫 250,693 2,555 3  可決　（98.53％）

佐伯　壽一 231,749 21,499 3  可決　（91.09％）

岡村　裕 238,287 14,961 3  可決　（93.66％）

湯浅　光章 252,909 339 3  可決　（99.40％）

第２号議案    （注）１  

乾　一良 252,078 1,192 3  可決　（99.07％）

第３号議案 247,073 6,201 3 （注）２ 可決　（97.10％）

 
（注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、当該株主の議決権の過

半数の賛成による。

２．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
 
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

　本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計した

ことにより各可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反

対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
 

以　上
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